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令和７年度第１回定時理事会議事録及び議論内容 

 

１ 日時 

  令和７年５月２９日（木） 午前１０時００分から午前１１時１０分まで 

 

２ 場所 

  小平市美園町一丁目８番５号 小平市民文化会館 地下１階レセプションホール 

 

３ 出席者 

（１） 出席者 

  理事：関口徹夫（代表理事・議長）、剣持庸一、後藤仁 

  監事：菱山園子、村上哲弥 

（２） 欠席者 

  理事：栗山丈弘、玉置善己 

（３） 事務局 

  首藤事務局長兼総務課長、𦚰本事業課長、関口事業担当係長、師岡ふるさと村担当係長、 

細淵管理担当係長、新井総務担当係長、永瀬総務担当主任 

 

４ 議 題 

第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和６年度事業報告及び決算について」 

第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員選定委員の選任について」 

第３号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員候補者の推薦について」 

第４号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和７年度第１回評議員会（定時）の招集につ

いて」 

 

５ 定足数の確認 

理事の現在数５名、会議の定足数３名のところ、本日の出席者３名という報告があり、公益財団法

人小平市文化振興財団定款（以下、定款という。）第３５条の規定により定足数に達しているので会

議は成立している旨が確認された。 

 

６ 議事の経過の要領及びその結果 

午前１０時００分、定款第３４条の規定に基づき、関口代表理事が議長となり開会を宣言した。 

（１）第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和６年度事業報告及び決算について」 

首藤事務局長兼総務課長（以下、首藤事務局長という。）及び𦚰本事業課長より、資料に基づき

説明が行われた後、出席理事全員一致で議案は原案のとおり可決された。 

（２）第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員選定委員の選任について」 

首藤事務局長より、資料に基づき説明が行われた後、出席理事全員一致で議案は原案のとおり可

決された。 
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（３）第３号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員候補者の推薦について」 

首藤事務局長より、説明が行われた後、出席理事全員一致で議案は原案のとおり可決された。 

（４）第４号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和７年度第１回評議員会（定時）の招集につ

いて」 

首藤事務局長より、説明が行われた後、出席理事全員一致で議案は原案のとおり可決された。 

 

７ 報告事項 

（１）代表理事の職務執行の状況について 

 

８ 議論内容 

（１）理事の辞任と就任及び事務局の人事異動について 

首藤事務局長 初めに、当財団の理事の辞任と就任について報告する。余語理事が、令和７年３月３

１日をもって小平市を退職されたことに伴い、当財団の理事を辞任された。後任の理事について

は、評議員会の選任により、本年５月１日付けで、当財団を所管する小平市地域振興部長の後藤

仁氏にご就任いただいている。続いて、事務局の人事異動について報告する。本年４月１日付け

の人事異動により、事業課長であった新井が、小平市へ帰任し、その後任として、小平市から𦚰

本が着任した。また、管理担当課長として細淵が着任した。理事の辞任と就任及び事務局の人事

異動については、以上である。 

 

 事務局からの報告後、特に質問はなかった。 

 

（２）前回評議員会の概要 

首藤事務局長 本年３月２６日に開催された評議員会のご意見やご質問と当財団の対応等について、

概要をご紹介する。 

来年度の事業計画、収支予算等について大きく１３点程度、ご意見やご質問をいただいてい

る。 

１点目として、令和７年度に計画する大ホールロビーＬＥＤ化工事に関連して、施設内にはど

の程度水銀ランプが残っているか、また残っているものはいつ工事する予定か、というご質問が

あった。令和７年度は大ホール入り口付近の水銀灯をＬＥＤ化する予定であり、その他の水銀灯

については令和６年度中に交換工事済みであるため、今回の工事ですべての水銀灯がＬＥＤ化

されることをお答えしている。 

２点目として、事業計画書で示されている移動用ステージスピーカーの再リースについて、何

度目の再リースか、とのご質問があった。令和７年度で２回目の再リースとなることをお答えし

ている。 

３点目として、収支予算書の委託費の内訳についてご質問があった。委託費については、お客

様の利用に近い部分では催し物を開催する際の公演料がある。一方で、大きなウェイトを占める

のは、舞台の管理運営に関する業務、館内警備や建物管理に関する業務、チケット販売や窓口の

受付業務などであることをお答えしている。 

４点目として、大ホールロビーのＬＥＤ化工事は、地元業者へも周知されているか、とのご質



 3 

問があった。ＬＥＤ化工事は市の工事になるが、財団が発注する工事は、地元業者でも対応可能

な案件については、入札の結果に応じて発注していることをお答えしている。 

５点目として、コロナ禍を経て、文化と経済を絶やしてはならないと考えているため、地元の

企業、アーティストを育てる視点を持って、地域経済の循環率を上げていけるよう努めてほし

い、とのご意見があった。当財団としても、備品の調達等の際には市内業者を優先することが市

との指定管理に関する協定の中で定められており、また地元アーティストの観点では、ルネこだ

いらや小平ふるさと村で開催するイベントにおいて、当財団のアーティストバンク登録者や小

平市文化協会加盟団体に積極的にご出演いただいていることをお伝えしている。 

６点目として、中学校部活動の地域移行について、令和７年度予算ではどのように捉えている

のか、とのご質問があった。中学校の部活動については、今後、市が立ち上げる検討委員会に当

財団も委員の一員として関わる予定であり、小平市にとってよりよい形になるよう市と一緒に

考えていくこと、また、令和７年度の取り組みとしては７月に開催する「サマーウィンドバンド

フェスティバル」に、多くの市内学校の吹奏楽部が出演予定となっているので、当財団でも支援

をしていくことをお答えしている。 

７点目として、子ども向けの視聴覚教室としてよい映画を見せる取り組みや、市にゆかりのあ

るＪリーグ選手や観光大使の協力を得て、出演料が生じない方法で子どもたちが集まる事業を

実施できるとよいのではないか、とのご意見があった。子どもを対象とした取り組みとしては、

小学校への出前コンサートを実施しており、年々出演機会を増やしている状況であるので、実施

の際には関係する先生方と意見交換を行い、新たに取り組めることを考えていきたいこと、市に

ゆかりのあるＪリーグ選手については、小平駅周辺の店舗からも同様のご意見があるため、参考

にしていきたい旨をお伝えしている。 

８点目として、寄附金取扱規程について、クラウドファンディングを意識したものであるの

か、規程を制定することで何が変わるか、というご質問があった。寄附金取扱規程については、

所得税法や法人税法等に規定される公益法人への寄付行為を前提に制定するものであるが、こ

れまでは実際に寄附があった場合のルールが定まっていなかったため、先進団体の例を参考に

しながら規程を制定したものであること、本規程の制定によって、第１次経営計画に示した財政

強化に向けた取り組みの一つとして、積極的に寄附を募っていく環境が整ったと考えているこ

とをお答えしている。また、クラウドファンディングは返礼品を前提とした寄附となるため、今

回の規程の範疇には含めていないことも合わせてお答えしている。 

９点目として、収支予算書について、賃借料が前年度よりも減少しているのは何が影響してい

るか、また光熱水料費は増加の要因が想定されるが、例えばＬＥＤ化工事によって電気量が低減

することは考えられるのか、というご質問があった。賃借料については、令和６年度は、ルネこ

だいら１階入り口のデジタルサイネージを賃借で設置する計画で予算を策定していたが、実際

には性能の良い機械をより安価に購入して設置したので、当初の予定内容との差額が生じたも

のであることをお答えしている。また、光熱水料費については、特に電気料金の大きな値動きが

あった場合を想定し、前年度に比べて増額して計画していることをご説明している。 

１０点目として、大ホールロビーの水銀灯のＬＥＤ化によって、１年間でどの程度の電気料金

の削減効果が期待できるか、とのご質問があった。当該箇所の照明は、催し物の開催時に必要な

時間だけ点灯するものであるため、使用料の把握は難しいことをお答えしている。 
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１１点目として、特定費用準備資金は収支予算においてはどこに計上されているか、とのご質

問があった。特定費用準備資金については、正味財産期末残高に含まれており、将来、目的のた

めに取り崩した場合には、その額が正味財産期末残高から減少することをお答えしている。 

１２点目として、収支予算書において、正味財産期末残高として６，２００万円が計上されて

いるが、財団ではどの程度の額が適当だと考えているか、とのご質問があった。財団としては、

５，０００万円程度を目安としており、年間事業費を上回るほどの額になる場合には監督庁から

指導される可能性があることをお答えしている。 

１３点目として、特定費用準備資金は年間予算とは別に管理しているということか、とのご質

問があった。こちらについては、お見込みのとおりであることをお答えしている。 

その他、特定費用準備資金の積み立て状況、寄附金取扱規程の制定、就業規則の一部改正、育

児休業等に関する規程の一部改正、給与に関する規程の一部改正についての５件について報告

したが、特にご質問やご意見はなかった。 

以上が、前回３月の評議員会の概要及び当財団の対応等である。 

報告は以上である。 

 

事務局からの報告後、特に質疑はなかった。 

 

（３）報告事項 代表理事の職務執行の状況について 

関口代表理事から、次のような報告があった。 

 

関口代表理事 代表理事の職務執行状況については、昨年１２月９日開催の第２回定時理事会で報

告を行い、令和６年度の上半期までの事業実施や、財務状況等についてご報告をしている。従っ

て今回は令和６年度下半期の事業関係及び財務状況等についての報告となる。 

はじめに、小平市民小平文化会館では、下期に予定していた４４事業を全て実施した。初開催

の「ルネこだいら中学演劇祭」や、昨年度から２回目の開催となったガスミュージアムでの「出

前コンサート」など、新たな催しにもチャレンジしながら、「由紀さおり マイ・フェイバリッ

ト・ソングス」や、キーウ・クラシック・バレエによる「くるみ割り人形」、毎年恒例となって

いる「よしもとお笑いライブ」など、幅広いジャンルの催しを実施し、多くの方にお楽しみいた

だけるよう努めてきた。 

また、児童絵画コンクールやフォトコンテストでは様々な年代の方々から、それぞれの視点で

捉えた、すばらしい作品を数多くご応募いただき、小平市内の新たな魅力を発見することができ

た。鑑賞した方からのアンケートも好評であった。 

次に、施設管理関連としては、維持・管理の一環として、下半期に２３件の修繕を行った。内

訳は、空調設備関係６件、電気設備関係５件、衛生設備関係４件、舞台機構関係１件、備品、附

属設備関係が７件である。 

市が実施した工事は、令和６年度はなかったが、引き続き、施設・設備の状況については常に

点検をしながら、市と情報共有を図り、安定した運用に努めているところである。 

引き続いて、小平ふるさと村では、「ふるさと村寄席」、「ふるさと村の村まつり」や「冬休み

企画 あそびの広場」の開催など、ご来園のみなさまが楽しいひとときを過ごせるよう、努めて
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きた。また新たな試みとして、「旧小川家住宅たたき修繕体験会」や、建物をカビや虫などから

守るために煙でいぶす「建物燻蒸体験会」を実施した。なお、昨年度強風により一部が破損した

旧神山家住宅の茅葺屋根については、本格的な葺き替えに向けて、市と調整を進めている。 

また、「もちつき体験会」や「ふるさと村の節分」などの年中行事、「昭和の結婚式の展示」な

ども継続して開催し、訪れるみなさまに郷土の歴史的文化や地域の振興に興味を持っていただ

けるような催しを実施してきた。 

このような施設の管理・運営業務を通して、当財団事務局に対しては、市の担当課とよく協議

し、お客様に楽しんでいただける催し物の企画や、施設の健全な維持管理、お客様の安全・安心

の確保という観点から、適切な措置を行っていくよう指示をした。 

次に、防火・防災等に係る危機管理の強化であるが、財団職員をはじめ、舞台スタッフなどと

自衛消防訓練を行ったほか、お客様にも参加していただく「避難訓練コンサート」を実施し、非

常事態における職員の対応力の向上を図った。なお、令和６年度の避難訓練コンサートは、小平

警察署のご協力のもと、銃乱射の予告電話を受けたことを想定し、テロ災害に対する総合訓練を

行った。 

最後に監査であるが、今月１９日に、本日ご出席の村上監事及び菱山監事により、令和６年度

の決算監査を実施していただき、令和６年度の事業及び経理事務等の執行について、問題なく処

理されているとの監査講評をいただいている。 

以上が私の直近までの職務執行状況である。 

 

関口代表理事からの報告後、特に質疑はなかった。 

 

（４）第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和６年度事業報告及び決算について」 

関口議長の求めに応じて、首藤事務局長から次のように説明された。 

 

首藤事務局長 それでは、令和６年度の決算に当たり、まず決算監査について報告する。去る５月１

９日、村上監事及び菱山監事により、令和６年度の事業執行状況及び財務諸表等の監査を行って

いただいた。監査の結果については、第１号議案資料１の４９ページにあるとおり、令和６年度

に係る事業報告は法令及び定款に従い、事業の実施状況等を正しく示しているとともに、貸借対

照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、法令等に従い、財産及び損益の状況をすべて重要な

点において適正に示しているものと認められた。この結果に基づき、両監事からは「特に指摘事

項はなし」との監査講評をいただいている。なお、講評を踏まえ、両監事からいくつか確認事項

があったので、主なものを申し上げる。 

１つとして、財団の契約事務の基本的な手続きについてご質問があった。契約に際しては、公

告による入札ではなく指名業者による競争入札で契約事業者を決定していることをお答えして

いる。また、指名業者の選定は、長期継続委託契約など契約金額が高額になる場合には、選定委

員会を設けて行っていることをご説明している。２つとして、委託費の増加の要因について確認

があった。令和６年度と令和５年度の決算を比較して、委託費が約１，５００万円増加している

ことについて、指定管理期間の切り替わるタイミングで建物総合管理、舞台管理、受付案内の３

つの長期継続委託契約が更新され、更新前の指定管理期間内に上昇した人件費等が、令和６年度
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からの指定管理期間の契約金額の上昇として委託費に表れていることをご説明している。 

事務局としては、今後も、両監事のご講評を踏まえ、公益財団法人として適切な事業と予算の

執行や業務改善に努めていく。 

以上が、決算監査の報告である。 

引き続き資料に沿って、令和６年度の事業報告、並びに財務諸表等について、担当から説明す

る。 

 

𦚰本事業課長 事業報告として、令和６年度の自主事業と施設の運営状況をご説明する。令和６年度

は、令和４年度末に策定した第１次経営計画の２年目であるとともに、小平市民文化会館、及び

小平ふるさと村の５年間の指定管理者の指定期間の初年度となる。当財団は、公益財団法人とし

ての責務を全うし、理念である定款に規定する目的を達成するため、第１次経営計画に掲げる運

営方針に基づき、地域における一層の文化振興を図るべく事業の充実を図るとともに、市民が利

用しやすい施設を目指し、施設の管理・運営を行ってきた。 

資料１、令和６年度事業報告 財務諸表等をご覧いただきたい。今回の決算資料から施設ごと

の状況を分かりやすくするため、小平市民文化会館と、小平ふるさと村に分けて報告をまとめて

いる。また、従来、自主事業としてカウントしていなかった避難訓練コンサートや、ピアノ弾き

比べ体験会など、市から受託する施設の管理運営に関する事業を一定の事業数や参加者が発生

していることから、自主事業の一部としてまとめている。 

はじめに、小平市民文化会館である。資料１、令和６年度事業報告の５ページをご覧いただき

たい。令和６年度に行った個別事業についてご説明申し上げる。５ページから８ページまでの鑑

賞計事業は、２７事業を実施し、来場者数は２１，８７３人、９ページから１１ページまでの啓

発系事業は、１４事業を実施し、来場者数は８，０８５人、１２ページから１４ページまでの育

成系事業は、５事業を実施し、来場者数は６，８３９人、１５ページから１６ページまでの支援

系事業は、５事業を実施し、来場者数は２，８５２人、１７ページから１８ページまでの地域の

振興に関する事業は、６事業を実施し、来場者数は３，５２１人、１９ページの小平市から受託

する文化芸術に関する事業は、１事業を実施し、来場者数は１，２１０人、２０ページの小平市

から受託する施設の管理運営に関する事業は、６事業を実施し、来場者数は４９６人、となって

いる。２１ページ上段に掲げたとおり、合計で６４事業を実施し、延べ人数は、４４，８７６人

で、令和５年度と比較して、事業数の増減はなく、人数は１，６４８人の減であった。減となっ

た主な要因としては、前年度に開館３０周年事業として、ディズニーオンクラシック、オーケス

トラで聴くジブリ音楽、小曽根真 No Name Horses、郷ひろみコンサートといった、祝祭感あふ

れる華やかな事業のほか、NHK公開番組収録「東京落語会」を従来より追加して行ったことによ

り、比較して減少したものと捉えている。 

次に、資料１の２２ページをご覧いただきたい。施設の管理運営に関する事業についてご説明

申し上げる。施設の利用状況についてであるが、大ホールの使用率は８８.３％で、令和５年度

と比較して１. ５ポイントの増、中ホールの使用率は８４.６％で、令和５年度と比較して４. 

８ポイントの増、レセプションホールの使用率は８３.７％で、令和５年度と比較して７. ３ポ

イントの増、展示室の使用率は５３.９％で、令和５年度と比較して、使用率は１.９ポイントの

減、であった。ホール以外の施設では、練習室１、２、３を含めたその他施設全体の使用率は、
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８４．１％で、令和５年度と比較して０．２ポイントの減であった。利用者数は、すべての施設

合計２８７，１８６人で、令和５年度と比較して５７，９３２人の増であった。使用率及び利用

者数が増となった主な要因として、使用率については、当館が８月に東京都高等学校吹奏楽コン

クール、１２月に東京都高等学校アンサンブルコンテスト、１月には東京都中学生アンサンブル

コンテストの会場として使用されたことから、例年に比べ、コンクールやコンテストへ向けた練

習としてのホールの利用が増えたこと、また、利用者数については、８月の東京都高等学校吹奏

楽コンクールにおいて、一定の期間に集中して、延べ約３４，０００人が来場したことによるも

のと捉えている。 

次に、資料１の２３ページをご覧いただきたい。主な修繕実績についてご説明申し上げる。空

調設備では、チラーR-1a 圧縮機交換修繕、電気設備では、第一受変電設備コンデンサー盤交換

修繕、２４ページの衛生設備では、雑用水揚水ポンプチャッキ弁交換修繕、舞台機構では、中ホ

ール緞帳落下防止金具取付修繕、その他、備品、附属設備等では、練習室前デジタルサイネージ

システム設置等修繕などを行い、施設の適切な維持・管理に努めた。 

次に、資料４、令和６年度小平市予算による、設備工事、備品購入、賃貸借をご覧いただきた

い。令和６年度は小平市の予算による小平市民文化会館に関する設備工事はなかった。また、小

平市民文化会館に関する備品購入は、小平市民文化会館１階事務室空調機などがあった。 

次に２５ページをご覧いただきたい。ルネこだいら友の会の会員数の推移をご説明する。令和

６年度は、入会者３７０人、退会者５４７人、年度末時点における会員数は、２，８１９人で、

令和５年度末時点における会員数と比較して、１７７人の減であった。減となった主な要因とし

ては、令和５年度は、当館開館３０周年記念事業による、公演を数多くラインナップしたことに

より、友の会会員の主な特典の、チケットの優先販売、割引販売を利用して購入したいとお客様

にお考えいただけるような、主催・共催公演を開催できたが、令和６年度については、比較して

減少したものと考えている。 

以上が小平市民文化会館の、令和６年度の、自主事業と施設の運営状況である。 

次に、小平ふるさと村の、令和６年度に行った個別事業についてご説明する。資料１、令和６

年度事業報告の２６ページをご覧いただきたい。郷土の歴史的文化の継承事業は、２６ページか

ら２７ページまでの参加事業は、１８事業を実施し、来場者数は２，１０６人、２８ページの展

示事業は、１４事業を実施し、来場者数は、４０，１０４人、２９ページの、通年で実施をして

いる、小学校団体見学受入は、１事業として捉え、来場者数は１，２４２人、地域の振興に関す

る事業は、２９ページから３０ページまでの参加事業は１３事業を実施し、来場者数は８，５２

７人、３０ページの、通年で実施をしている観光案内は、１事業として捉え、３１ページ上段に

掲げているとおり、合計で、４７事業を実施し、展示事業と観光案内を除いた延べ人数は、昨年

度並みの１１，８７５人であった。 

次に、資料１の３２ページをご覧いただきたい。施設の管理運営に関する事業についてご説明

する。施設の利用状況についてであるが、令和６年度の来場者数は、７３，４３６人で、令和５

年度と比較して、１１，８００人の増であった。増となった主な要因としては、令和６年度はコ

ロナ禍からの完全な脱却による年間を通して小平グリーンロードを往来する方の増や、認知度

の向上が小平ふるさと村の来場者数の底上げに繋がったことによる増と捉えている。 

次に、資料１の３３ページをご覧いただきたい。主な修繕実績をご説明する。設備修繕として、
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来客カウンター交換修繕、建物修繕として、旧小川家住宅玄関等犬走り三和土撤去保管修繕など

を行い、施設の適切な維持・管理に努めた。 

なお、資料４にあるとおり、令和６年度の小平市の予算による、小平ふるさと村に関する設備

工事、備品購入や賃貸借はなかった。以上が小平ふるさと村の、令和６年度の、自主事業と施設

の運営状況である。 

事業報告の説明は以上である。 

 

首藤事務局長 続いて、令和６年度の役員等の状況と財務諸表等をご説明する。初めに、３４ページ、

「２ 役員等に関する事項」をご覧いただきたい。理事・監事の現在の任期については、令和５

年６月２３日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結

の時までとなっている。評議員の現在の任期については、令和５年６月２３日から４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなっている。なお、資

料の名簿は３月３１日までの内容であり、冒頭にご報告したとおり、理事、評議員の辞任と就任

に伴い、理事については、小平市地域振興部長の余語聡氏から後任の後藤仁氏に代わっている。

また、評議員についても、市議会議員の山田大輔氏から川里富美氏に、小平市副市長の伊藤俊哉

氏から有川知樹氏に代わっている。 

次に、３５ページの「３ 役員会等に関する事項」であるが、令和６年度の理事会の開催状況

は、記載のとおり定時理事会を３回開催した。また、評議員会は４回開催し、うち１回は書面に

よる臨時評議員会となっている。議事事項については、記載のとおり、それぞれ承認や決議をい

ただいている。 

次の「４ 事業報告の附属明細書」であるが、ただ今、ご説明した事業報告の内容以外に「事

業報告内容を補足する重要な事項」に該当する事項はないことから、その旨を記載している。 

続いて令和６年度決算状況についてご説明する。まず、３９ページの令和７年３月３１日現在

の貸借対照表である。ローマ数字でⅠの資産の部は、流動資産と固定資産を合わせた資産合計

は、６億５，７２９万９，０５７円となっている。その下のⅡの負債の部であるが、流動負債の

みで、その合計は、９，４６６万２，７６１円となっている。Ⅲの正味財産の部の指定正味財産

は、５億円で変更ない。一般正味財産は、６，２６３万６，２９６円で、うち特定資産への充当

額は、５，９４６万２，３２０円となっている。下から２段目の正味財産合計は、５億６，２６

３万６，２９６円である。また、最下段の負債及び正味財産の合計は、６億５，７２９万９，０

５７円で、中段の資産合計と一致するところである。 

次に、４０ページの貸借対照表内訳表であるが、これは公益目的事業会計、収益事業等会計、

法人会計の会計区分ごとの内訳をお示ししたもので、表右下段の負債及び正味財産の合計欄は、

先ほどご説明した貸借対照表の金額と一致している。 

次に、正味財産増減計算書であるが、先に、４３ページ、４４ページの正味財産増減計算書内

訳表からご説明する。 

次に、正味財産増減計算書であるが、先に、４３ページ、４４ページの正味財産増減計算書内

訳表からご説明する。４３ページ上段、ローマ数字Ⅰの一般正味財産増減の部、１経常増減の部、

(１)経常収益からご説明する。主なものとして、公益目的事業会計・公１「文化芸術及び地域の

振興に係る事業」では、③の事業収益として、チケット売上による自主事業収入や市からの指定
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管理料収入である施設管理収入がある。施設管理収入は、主に財団職員の人件費、市民文化会館

等の清掃・警備・受付事務等や、市民文化会館の舞台設備の操作業務委託等の施設の管理運営に

要する経費である。④の受取補助金等の受取民間助成金は、東京都歴史文化財団からのフレッシ

ュ名曲コンサートの受取助成金等、また、⑦の雑収入はグッズ売上や自動販売機の販売手数料等

の雑収入等によるもので、経常収益の合計は、４億９，５３４万８，７１５円である。 

次に、収益事業等会計の収１「受託チケット等の販売」による収益は、共催事業のチケット販

売手数料等によるもので、２０６万３，７３８円である。また、他１は指定管理業務の一部であ

る「市民文化会館の公益目的外貸出」であり、市からの施設管理収入のみで９，２６８万３，７

９２円である。これらの収益事業等会計の合計額は９，４７４万７，５３０円となっている。法

人の運営に係る法人会計は、５年もの地方債等の運用による収益、小平市補助金等で合計３３７

万５，０００円となり、経常収益の合計額は、５億９，３４７万１，２４５円である。 

次に、中段の(２)経常費用①事業費であるが、公益目的事業会計の合計は、４億９，６０３万

６，０７７円となっている。主なものとして、給料手当は、財団職員の給料手当の支給費用、福

利厚生費は、財団職員の社会保険料等の事業主負担に要する費用、修繕費は施設の修繕費用、印

刷製本費は情報紙やチラシ・ポスターの印刷費等、広告宣伝費は新聞広告の掲載料等、光熱水料

費は電気・ガス・水道の使用料、賃借料は自主事業管理システム等の使用料やパソコン等の事務

機器などの賃借料、手数料は振込手数料や音楽著作権料等、支払助成金は小平市文化協会への補

助金、委託費は会館等の清掃・警備・受付業務等や会館の舞台設備の操作業務等の委託料となっ

ている。 

次に、収益事業等会計の「収１」の事業費計は、共催公演チケット、受託チケットの販売等に

係る実費相当分として、７０万６，６５３円である。また、他１の事業費計は、施設の公益目的

外貸出等に係る実費相当分として、９，２６８万３，７９２円である。したがって、収益事業等

会計全体の事業費計は、９，３３９万４４５円となる。 

なお、令和６年度の市返還金支出は、公益目的事業会計に２２０万円を計上している。主な要

因としては、新たに導入を予定していた会計システムを令和７年度から導入したことによる当

該費用の不用額である。これにより、法人会計を含めた会計の事業費の合計額は、５億８，９４

２万６，５２２円である。 

次に、４３ページ下段から４４ページ上段の②管理費であるが、法人会計のみの費用で、合計

で３７４万９，３９８円である。その下の段の経常費用計であるが、右端の、法人会計を含めた

全会計の合計は、５億９，３１７万５，９２０円である。 

これらの状況から当期経常増減額は、公益目的事業会計はマイナス６８万７，３６２円、収益

事業等会計はプラス１３５万７，０８５円、法人会計はマイナス３７万４，３９８円となり、全

会計合計は、２９万５，３２５円となっている。 

やや下の他会計振替額である、他会計振替前の当期一般正味財産増減額の収益事業等会計は、

１３５万７，０８５円のプラスとなり、管理費相当額を除いた収益事業等会計の当期経常増減額

の５０％にあたる６７万６，２９５円以上の額を公益目的事業会計に振り替えることとなる。 

また、公益目的事業会計の当期経常増減額がマイナス６８万７，３６２円となり、先ほどご説

明した、収益事業等会計から振り替えるべき額よりも大きくマイナスとなっていることから、公

益目的事業会計の赤字額と同額の６８万７，３６２円を公益目的事業会計に、収益事業等会計か
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ら管理費相当額４，４９５円を除いた残額６６万５，２２８円を法人会計にそれぞれ振り替える

ものである。 

これにより、当期一般正味財産増減額は、公益目的事業会計は、０円、収益事業等会計は、プ

ラス４，４９５円、法人会計は、プラス２９万８３０円となり、全会計合計では、プラス２９万

５，３２５円で、当期経常増減額と変わりはない。その結果、一般正味財産期末残高は、公益目

的事業会計は、６，１５８万３，３２０円、収益事業等会計は１１万８，６５８円、法人会計は

９３万４，３１８円である。 

一番下のⅢの今期の正味財産期末残高であるが、法人会計を除き、今ご説明した一般正味財産

期末残高と同額であり、法人会計は指定正味財産５億円を加えて、５億９３万４，３１８円で、

右端の合計額は５億６，２６３万６，２９６円となっている。 

次に、４１ページの正味財産増減計算書にお戻りいただきたい。これは、今、ご説明した内訳

表の右端の合計欄のみを総括的に計上したものである。 

次に、４５ページからの財務諸表に対する注記であるが、財務諸表の補足説明資料である。４

６ページには「５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高」を示している。下段

の「８ 引当金の明細」は、賞与引当金の当期の増減を示している。 

次に、４７ページの附属明細書であるが、「１ 基本財産及び特定資産の明細」、「２ 引当金の

明細」を記載することとなっているが、先ほどの財務諸表に対する注記に記載したため、省略し

ている。 

次に、４８ページの令和７年３月３１日現在の財産目録であるが、前段でご説明した、貸借対

照表の明細書として、資産と負債のそれぞれについて詳細に記したものである。 

続いて、令和５年度からスタートしている、第１次経営計画に掲げた経営目標の達成状況につ

いてご説明する。資料２、「第１次経営計画 経営目標と実績値」という表題のＡ４横向きの資

料をご覧いただきたい。 

表の左から３列目に令和６年度末の実績値を項目ごとに示しているが、非常に良好となって

いる。左から２列目、基準値としている令和４年度末の数値との比較ではすべての項目で１０

０％以上の達成率となり、また、一番右の列の令和９年度末の目標値と比較しても、ルネこだい

らの施設利用率は９８％となっているが、それ以外の項目は目標値を超えている。 

令和６年度の実績値の中で、特にルネこだいらの来場者数の増加が顕著だが、これは令和６年

８月に行われた東京都高等学校吹奏楽コンクールで、集中的に多くの来場者があったことが要

因の一つであると考えている。 

小平ふるさと村の来場者の増加については、先ほどの事業報告にもあったとおり、財団が行う

事業への来場者数は昨年度並みであるにもかかわらず、施設全体としては来場者が１万人以上

増加していることから、コロナ禍から脱却し、小平グリーンロードの往来が増えたことや、小平

ふるさと村という施設自体の知名度が向上したことによるものと捉えている。 

ルネこだいらの施設利用率は１００％に達してはいないが、令和６年度末から会議室のリニ

ューアル等の改善を図っており、昨年度から引き続き増加しているので、徐々にではあるが一定

の成果が表れているものと捉えている。今後も目標値を目指し、施設の管理運営に努めていく。 

説明については、以上である。 
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質疑はなく、関口議長が議案の可否を諮ったところ、全員異議なく本案は原案どおり可決された。 

 

（５）第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員選定委員の選任について」 

関口議長の求めに応じて、首藤事務局長から次のような説明があった。 

 

首藤事務局長 当財団の評議員の選任は、定款第１１条第１項の規定により、評議員選定委員会にお

いて行うこととなっており、評議員選定委員会は、同条第２項の規定により、評議員１名、監事

１名、事務局員１名、外部委員２名の合計５名で構成することとなっている。第２号議案は、理

事会で選任する外部委員の評議員選定委員会の委員の選定について、理事会にご提案するとと

もに、評議員、監事、事務局員から選定する委員についても、ご承認を願うものである。 

第２号議案資料「公益財団法人小平市文化振興財団評議員選定委員名簿（案）」をご覧いただ

きたい。評議員からは磯崎評議員、監事からは村上監事、事務局員からは首藤事務局長兼総務課

長を選定する。次に外部委員であるが、井上清明氏は、長年に渡り会計事務所で勤務されるなど、

専門的、公平的な立場から評議員の選任にあたっていただける方である。 

次に、和泉徹彦氏は、嘉悦大学経営経済学部教授であられ、豊富な学識経験と深い識見をお持

ちである。 

ご両名とも、評議員選定委員会運営規程第３条第２項に規定にされている当財団又は関連団

体の業務を執行する者又は使用人、過去にそのようであった者、またその配偶者及び親族等に該

当しないことから、評議員選定委員に適任の方であると考え提案する。 

なお、任期は、令和７年６月２５日から１年以内に終了する事業年度に関する定時評議員会の

終結の時まで、つまり令和８年６月下旬ごろまでとなる。 

以上である。 

 

質疑はなく、関口議長が議案の可否を諮ったところ、全員異議なく本案は原案どおり可決された。 

 

（６）第３号議案「公益財団法人小平市文化振興財団評議員候補者の推薦について」 

関口議長の求めに応じて、首藤事務局長から次のような説明があった。 

 

首藤事務局長 評議員候補者の推薦についてご説明する。第３号議案資料「公益財団法人小平市文化

振興財団評議員候補者推薦名簿（案）」をご覧いただきたい。このたび、理事会からご推薦をい

ただきたい候補者は２名である。 

まず、有川知樹氏についてである。平成２９年６月よりご就任いただいていた伊藤俊哉評議員

が、本年４月３０日付で小平市副市長を退任され、それに伴い当財団の評議員を辞任された。当

財団では、市長を補佐し小平市を統括するお立場から、小平市の文化行政に即したご意見を賜る

ため、副市長に評議員としてご就任いただいており、後任の副市長である有川氏が当財団評議員

に就任することがふさわしいと考えている。 

次に、令和５年６月より、当財団の評議員にご就任いただいている山田大輔評議員について、

今後、小平市議会での人事の変更に伴い、評議員を辞任される可能性がある。当財団評議員は、

市民の立場を踏まえたご意見やご判断をいただくため、小平市議会議員からお１人、ご就任をい
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ただいており、現在、小平市議会事務局を通じて、変更があった場合の後任となる議員のご推薦

を依頼中である。ついては、山田評議員が当財団の評議員を辞任される場合に、推薦された後任

の市議会議員の方を当財団の評議員へご推薦させていただきたいと考えている。今のところ、市

議会の情報では、６月３日から開会する市議会定例会に合わせて人事が固まると伺っており、後

任の市議会議員の方のお名前については、後日、事務局より、当財団の役員等名簿において、皆

様にお知らせする。評議員候補者は、定款第１１条第４項の規定により、評議員選定委員会に、

理事会又は評議員会が推薦できることとなっていることから、今回の理事会において、その推薦

の決議をいただくものである。なお、任期は前任の評議員の任期を引き継ぎ、選任された日から

令和８年度に関する定時評議員会の終結の時まで、つまり令和７年６月２５日から令和９年６

月下旬頃までとなる予定でである。 

以上である。 

 

質疑はなく、関口議長が議案の可否を諮ったところ、全員異議なく本案は原案どおり可決された。 

 

（７）第４号議案「公益財団法人小平市文化振興財団令和７年度第１回評議員会（定時）の招集につ

いて」 

関口議長の求めに応じて、首藤事務局長から次のような説明があった。 

 

首藤事務局長 本案は、評議員会の招集について、定款第１７条第１項の規定により評議員会は理事

会の決議に基づき、代表理事が招集することとなっていることから、その招集の承認決議を得る

ものである。 

案件としては、定款第８条第２項において、先ほどご審議いただいた議事日程第２の第１号議

案については、理事会の承認を受けた後に評議員会に対して事業報告の内容を報告するととも

に書類の承認を受けなければならないと規定されている。ついては、来月２５日(水)午後２時よ

り、当館において定時の第１回評議員会を開催し、ご審議をお願いするものである。 

以上である。 

 

質疑はなく、関口議長が議案の可否を諮ったところ、全員異議なく本案は原案どおり可決された。 

 

（８）その他 

首藤事務局長から、次の内容について連絡があった。 

来月２５日に開催予定の評議員会において皆様が役員として選任されると、新たな２年間の任期

が始まることとなるが、速やかに代表理事を選定する必要がある。そこで、対面での臨時理事会に

お集まりいただくのではなく、２年前と同様に、法令や定款に基づく書面による決議の省略によ

り、代表理事を選定いたしたいと考えている。後日、事務局よりその旨の書面をお送りするので、

円滑な運営に向けて、ご協力のほどお願いする。また、例年１２月頃に第２回目の理事会を開催す

るが、今後の理事会の予定については、評議員会において正式に選任が決まったら、事務局より改

めて皆様のご都合をお伺いするので、その際はご協力のほど、よろしくお願いする。 
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他に質問や意見はなく、午前１１時１０分、関口議長が閉会を宣言し会議は終了した。 
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議事録の作成に係る職務を行った者の氏名：総務課総務担当係長 新井伸次郎 

 

以上この議事録が正確であることを証するとともに、議論内容を確認したことについて議長及び

議事録署名人は次のとおり署名捺印する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

              代表理事（議長）                 ㊞ 

 

 

 

議事録署名監事                   ○印  

 

 

 

議事録署名監事                   ○印  

 

 

 


